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令和 5年度 人事行政の運営等の状況の公表 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑴ 職員数 （各年 4月 1日現在）                                     （単位：人） 

部   門 
職 員 数 対前年  

増減数 
主 な 増 減 理 由 

令和 5年 令和 6年 

一 般 

行 政 

議 会 

総 務 

税 務 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

10 

223 

59 

1 

21 

25 

150 

10 

231 

57 

1 

21 

25 

147 

0 

8 

△2 

0 

0 

0 

△3 

 

公共施設マネジメント推進、防災体制強化 

市税徴収業務の配置見直し 

 

 

 

業務体制見直しによる減 

小 計 489 492 3  

福 祉 

関 係 

民 生 

衛 生 

298 

163 

319 

162 

21 

△1 

社会福祉士、保健師、保育士の増員 

ワクチン接種対策室の廃止に伴う減 

小 計 461 481 20  

特 別 

行 政 

教 育 

消 防 

223 

0 

221 

0 

△2 

0 

幼稚園の廃園に伴う職員配置の見直し 

 

小 計 223 221 △2  

公 営 

企業等 

病 院 

水 道 

下水道 

その他 

1,433 

29 

32 

47 

1,436 

29 

31 

44 

3 

0 

△1 

△3 

医師等の増 

 

業務体制見直しによる減 

業務体制見直しによる減 

小 計 1,541 1,540 △1  

総  合  計 2,714 2,734 20  

フルタイム会計年度任用職員 175 181 6  
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（参考）大垣市職員の年齢構成（令和6年4月1日現在）
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⑵ 定員管理計画の進捗状況 

 目 標：令和 7年 4月 1日における職員数を 1,270人以内とします（病院部門を除く）。 

                                                     （各年 4月 1日現在） 

       年度 

区分 

令和 2年 

（基準値） 
令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

令和 7年 

（目標値） 

職員数（人） 1,240人 1,249人 1,264人 1,281人 1,298人 1,270人 

対 2年増減数 － 9人 24人 41人 58人 30人 

対 2年増減率 － 0.73％ 1.94％ 3.31％ 4.70％ 2.40％ 

 

⑶ 職員採用試験の状況（令和 5年度）                                  （単位：人） 

試験区分 申込者数 受験者数 最終合格者数 採用者数 

一般行政職 202 162 38 31 

保育士・幼稚園教諭 27 25 16 15 

保健師 8 8 5 5 

薬剤師 1 1 1 1 

診療放射線技師 11 10 2 2 

臨床検査技師 5 5 2 1 

臨床工学技士 8 8 1 1 

理学療法士 9 9 3 3 

作業療法士 3 3 1 1 

言語聴覚士 3 3 1 1 

管理栄養士 15 11 2 2 

歯科衛生士 2 2 1 1 

技能労務職（自動車運転手） 1 1 1 1 

技能労務職（清掃・工務） 9 7 3 3 

技能労務職（水源地工務員） 10 7 2 1 

技能労務職（下水道工務員） 4 3 1 1 

技能労務職（看護補助員） 4 4 2 2 

合 計 322 269 82 72 

 

⑷ 職員の採用状況（令和 5年 4月 2日～令和 6年 4月 1日）                   （単位：人） 

         採用区分 

区 分 

試 験 

採 用 

選 考 

採 用 

人事交流・派遣

による採用 
再任用職員 合 計 

一般行政職 31 - 11 - 42 

保育士・幼稚園教諭 15 - - - 15 

技能労務職 8 - - 1 9 

医師・歯科医師職 - 85 - - 85 

薬剤師・医療技術職 13 - - - 13 

看護・保健職 5 61 - - 66 

合  計 72 146 11 1 230 
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⑸ 職員の退職状況（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）                  （単位：人） 

          退職区分 

区 分 
定年退職(※) 

自己都合等

退職 
勧奨退職 死亡退職 合  計 

一般行政職 5 25 - 1 31 

保育士・幼稚園教諭 - 14 - - 14 

技能労務職 2 10 - 1 13 

医師・歯科医師職 4 64 - - 68 

薬剤師・医療技術職 3 7 - - 10 

看護・保健職 4 70 - - 74 

合  計 18 190 - 2 210 

 ※ 定年退職には 60歳到達者の退職を含む 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

 職員の勤務実績や職務遂行能力を正しく評価し、人材育成、人事配置、給与処遇などに活用するため、

人事評価を実施しました。 

 

⑴ 人事評価制度の特徴 

・職員の勤務実績や能力を正しく評価し、勤務実績に基づく公平な取扱いを行うことにより、職員の資 

質向上及び士気高揚を図り、組織の活性化及び公務能率の増進を目指す。 

・人事評価を直属の上司が行うことにより、職員の長所をさらに伸ばし、不十分なところを適時に指導・

助言する環境を創出し、効果的に職員の資質向上を目指す。 

・人事評価の主体を職員に身近な事業部に移管することにより、事業部における職員の管理機能の強

化（人事権の移譲）を図る。 

・人事評価制度の中で位置づけられている面談等をとおして、市政方針及び行政課題に対する共通の

認識を有し、全庁一丸となった施策実施を目指す。 

・人事評価制度（評定基準、評定結果の取扱い基準等）の公開により、職員の意識改革を目指す。 

 

⑵ 人事評価の評価者 

区 分 
評 価 者 

第 1次評価 第 2次評価 

被 

評 

価 

者 

部長級職員  副市長 市  長 

課長級職員  部  長 副市長 

主幹級職員  課  長 部  長 

一 般 職 員  主  幹 課  長 
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３ 職員の給与の状況 

⑴ 人件費の状況（普通会計決算見込） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(R6年1月1日) 

歳 出 額 

Ａ 
実質収支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

R5年度 
人 千円 千円 千円 ％ 

158,049 64,365,208 2,855,985 10,707,585 16.6 

 

⑵ 職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 1人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

R6年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

1,358 4,799,020 971,290 1,890,370 7,660,680 5,641 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

    ２ 給与費は当初予算に計上された額である。 

    ３ 職員数及び給与費はフルタイム会計年度任用職員を含む。 

 

⑶ ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

ものである。 

 

⑷ 職員の平均給料月額及び平均年齢                            （令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 335,500円 442,000円 42.9歳 

技能労務職 294,100円 348,600円 49.6歳 

（注）１ 平均給料月額とは、令和 6年 4月 1日現在における各職種の職員の基本給の平均である。 

    ２ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸

手当の額を合計したものである。 
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⑸ 職員の初任給の状況                                 （令和 6年 4月 1日現在） 

区 分 大垣市 国 

一般行政職 大学卒 202,400円 196,200円 

技能労務職 高校卒 164,000円 - 

 

⑹ 経験年数・学歴別平均給料月額                          （令和 6年 4月 1日現在） 

区 分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 大学卒 261,221円 364,210円 388,850円 414,123円 

技能労務職 高校卒 239,500円 296,900円 315,525円 339,250円 

 

⑺ 一般行政職の級別職員数と構成比                        （令和 6年 4月 1日現在） 

区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 合計 

標準的な 

職務内容 
主事補 主 事 主 任 主 査 主 幹 主 幹 

課 長 

参 事 

部 長 

次 長 

 

 

職員数 26人 164人 110人 153人 85人 122人 82人 16人 758人 

構成比 3.5％ 21.6％ 14.5％ 20.2％ 11.2％ 16.1％ 10.8％ 2.1％ 100％ 

（注）１ 大垣市の給与条例に基づく給料表の職務の級区分による職員数である。 

（注）２ 標準的な職務内容とは、それぞれの職務の級に該当する代表的な職名である。 
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⑻ 職員手当の状況                                    （令和 6年 4月 1日現在） 

区 分 大 垣 市 国 

期末手当 

勤勉手当 

 

6月期 

12月期 

  計※ 

期末手当 

1.225月分 

1.225月分 

2.450月分 

勤勉手当 

1.025月分 

1.025月分 

2.050月分 

   

 6月期 

12月期 

  計※ 

期末手当 

1.225月分 

1.225月分 

2.450月分 

勤勉手当 

1.025月分 

1.025月分 

2.050月分 

職制上の段階・職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

職制上の段階・職務の級等による加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

退職手当 

（支給率） 

 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

 

定年・勧奨 

24.586875 月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

（支給率） 

 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

 

定年・勧奨 

24.586875 月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

その他の加算措置・・・定年前早期退職特

例措置（2%～20%加算） 

その他の加算措置・・・定年前早期退職特

例措置（2%～45%加算） 

退職者１人当たり平均支給額 

自己都合          113,672,744円 

定年(※)           19,987,903円 

※定年には 60歳到達者の退職を含む 

 

 

区 分 内  容 

特殊勤務

手   当 

支給実績（令和 5年度普通会計決算見込） 45,474千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 337千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 11.9％ 

手当の種類（手当数） 12 

主 な 手 当 の 名 称 
徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務

手当、社会福祉業務手当 

区 分 内  容 

時 間 外 

勤務手当 

支給実績（令和 5年度普通会計決算見込） 478,035千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 456千円 

 

 

区 分 内  容 国 

扶養手当 

配偶者   ※6,500円※   

同じ 

子 1人につき 10,000円     

父母等 1人につき  6,500円※   

満16歳の年度初めから 

満22歳の年度末までの子 
1人につき  5,000円加算 

※部長級は 3,500円    
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区分 内  容 国 

住居手当 
借家・借間の場合（家賃月額 16,000円を超える場合に限る） 

・・・家賃の額に応じ 28,000円を限度に支給 
同じ 

通勤手当 

交通機関等利用者 ・・・運賃額に応じ 55,000円を限度に支給 同じ 

自動車等利用者（2ｋｍ以上（片道）の使用者に対し支給） 

・・・距離に応じ月額 2,900円から 34,900円を支給 

距離に応じ 2,000円か

ら 31,600円を支給 

単身赴任 

手   当 

基礎額 30,000円（職員の住居から配偶者の住居との間の交通距

離に応じ 70,000円を限度に加算) 
同じ 

 

⑼ 特別職の報酬                                      （令和 6年 4月 1日現在） 

区     分 給料・報酬月額等 期末手当 

市     長 

副  市  長 

教  育  長 

1,055,000 円  

870,000 円  

689,000 円  

   6月期 

12月期 

     計〈※〉 

2.25月分   

2.25月分   

4.50月分   

議      長 

副  議  長 

議      員 

630,000 円  

579,000 円  

553,000 円  

 6月期 

12月期 

     計〈※〉 

2.25月分   

2.25月分   

4.50月分   

※ 期末手当の額は、給料・報酬月額及びその額に 20％を乗じて得た額の合計額に、当該支給月数を乗

じて得た額とします。 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間・休日                                     （令和 6年 4月 1日現在） 

区   分 内  容 

勤務時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分まで  7時間 45分（休憩時間を除く） 

休憩時間 午後 0時から午後 1時まで  1時間 

休   日 
１ 国民の祝日 

２ 年末年始（12月 29日から翌年の 1月 3日まで） 

週 休 日 
日曜日及び土曜日（交代制勤務職員は 4 週間ごとの期間について 8 日。業務の都

合上これにより難い場合、4週ごとの期間につき 4日以上。） 

 

⑵ 休暇制度                                         （令和 6年 4月 1日現在） 

休 暇 名 付与日数 内  容 

有

給

休

暇 

年次有給

休暇 
１年につき 20日間 

年の中途で採用された者は採用月に応じて付与する。 

翌年に限り 20日を限度として繰越可。 

令和 5年平均取得日数  11.8 日 

病気休暇 
必要と認められる期間

（90日以内有給） 

負傷・疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合の休暇。 
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休 暇 名 付与日数 内  容 

有

給

休

暇 

特別休暇 

必要と認められる時間 

・選挙権その他公民としての権利を行使する場合。 

・職務に関し裁判員・証人・鑑定人として出頭する場合。 

・骨髄移植のための骨髄液を提供する場合。 

・地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等

により出勤することが著しく困難であると認められる場合。 

・感染症予防法による交通遮断又は隔離の場合。 

5日以内 

（イ、ウについて 2 人以

上の場合にあっては 10

日） 

ア 職員が自発的、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する

活動を行う場合。 

イ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

がその子の看護（負傷・疾病）を行う場合。 

ウ 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫

及び兄弟姉妹を 2 週間以上にわたり介護及び通院の付き

添い等の必要な世話を行う場合。 

連続する 6日以内 
職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴

い必要と認められる場合。 

5日以内 

（※の場合にあっては

10日以内） 

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相

当であると認められる場合。（※体外受精及び顕微授精に

係る通院等である場合は付与日数加算） 

産前 6週間以内 

産後 8週間 

妊娠中及び出産後を通じて引き続く 14週間以内の休養と

して与えられる場合。 

2日以内 職員の妻が出産する場合。 

1～7日以内 職員の親族が死亡した場合。 

4日以内 

・夏季の期間（7月 1日～9 月 30 日）の新たな家族づくり、

育児・家庭生活の充実、心身の健康の維持及び増進のた

めの休暇。 

１日 2回 

それぞれ 30分以内 

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のた

めに必要と認められる授乳等を行う場合。 

無

給

休

暇 

組合休暇 30日以内 
登録された職員団体の規約に定める執行機関等の構成

員として、その業務に従事する場合。 

介護休暇 
6 月以内（時間単位で

給与を減額） 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び

兄弟姉妹を 2週間以上にわたり介護する場合。  

令和 5年度介護休暇取得者数 0人 

介護時間 

1 日 2 時間以内、連続

する 3 年以内（時間単

位で給与を減額） 

要介護者の介護をする場合。 
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５ 職員の休業に関する状況 

休業の種類 休業の内容及び取得状況 

育児休業 

3 歳に満たない自分の子を養育するため、その子が 3 歳に達するまで育児休業をす

ることができる。 

令和 5年度子が出生した職員数  121人（男性 53人 女性 68人） 

令和 5年度育児休業取得者数    92人（男性 24人 女性 68人） 

取得率 76.0％（男性 45.3％ 女性 100％） 

修学部分休業 

大学その他の教育施設における修学のため、2 年を超えない期間内で、1 週間を通

じて 19時間 25分を超えない範囲内で勤務しないことができる。 

令和 5年度修学部分休業取得者数 0人 

高齢者部分 

休業 

55歳から定年退職までの期間内で、1週間を通じて 19時間 25分を超えない範囲内

で勤務しないことができる。 

令和 5年度高齢者部分休業取得者数 1人 

自己啓発等 

休業 

大学等課程の履修のためである場合は 2 年、国際貢献活動のためである場合は 3

年を超えない期間内で休業することができる。 

令和 5年度自己啓発等休業取得者数 0人 

配偶者同行 

休業 

外国での勤務等のため外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者と、当該住所

又は居所において生活を共にするため、3 年を超えない期間内で休業することがで

きる。 

令和 5年度配偶者同行休業取得者数 0人 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑴ 分限処分 

分限処分とは、職員の身分保障を前提として、一定の事由によって職員がその職務を十分果たすこと

ができない場合のみ、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいい、公務能率の維持

向上を図るための制度です。分限処分には、免職、休職、降任及び降給の 4種類があります。 

 

・分限処分者数（令和 5年度）                                        （単位：人） 

処分の種類 

処分事由  
免職 休職 降任 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 - - - - - 

心身の故障の場合 - 28 - - 28 

職務に必要な適格性を欠く場合 - - - - - 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 
- - - - - 

刑事事件に関し起訴された場合 - - - - - 

合   計 - 28 - - 28 

 

 



 10 

⑵ 懲戒処分 

 懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を問うことにより、公務員の規律を維持することを

目的として、任命権者が職員に制裁として科する処分をいいます。懲戒処分には、戒告、減給、停職及び

免職の 4種類があります。 

 

・懲戒処分者数（令和 5年度）                                        （単位：人） 

処分の種類 

処分事由  
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 - - 1 - 1 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
- - - - - 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 
- - - - - 

合   計 - - 1 - 1 

 

 

７ 職員の服務の状況 

 地方公務員の服務規律の根本基準は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の

遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念することにあります。（地方公務員法第 30条） 

 職員の服務義務には、職員が職務を遂行するに当たって守るべき義務（職務上の義務）と職務の遂行

の有無にかかわらず職員たる地位を有する限り守るべき義務（身分上の義務）があります。 

 

服務義務 内    容 

職

務

上

の

義

務 

法令及び職務命令に従う

義務 

職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体

の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司

の職務上の命令に忠実に従わなければならない。（地方公務員法第

32条） 

職務に専念する義務 

職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂

行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職にのみ

従事しなければならない。（地方公務員法第 35条）  

職員の職務専念義務は、法律又は条令に特別の定めがある場合に

限り、これを免除することができる。 

（職務専念義務の免除の例） 

・研修を受ける場合  ・消防団活動に従事する場合  

令和 5年度職務専念義務免除件数  320件 

信用失墜行為の禁止 

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる

ような行為をしてはならない。（地方公務員法第 33条） 

（信用失墜行為の例） 

・職権濫用  ・収賄  ・飲酒運転   
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服務義務 内    容 

身

分

上

の

義

務 

秘密を守る義務 
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、離職後もこれを漏

らしてはならない。（地方公務員法第 34条） 

政治的行為の制限 

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの

団体の役員となること又は構成員となるようにもしくはならないように

勧誘活動をしてはならない。（地方公務員法第 36条）  

争議行為等の禁止 

職員は、全体の奉仕者として公共の福祉のために勤務するという地

位にあることに基づいて、争議行為等（例：ストライキ）が禁止されて

いる。（地方公務員法第 37条） 

営利企業等の従事制限 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業

の会社その他の団体の役員等を兼ねたり、自ら営利を目的とする私

企業を営んだり、報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはなら

ない。（地方公務員法第 38条） 

（営利企業等に従事することの許可の例） 

・大学等の非常勤講師（大学等からの依頼による） 

令和 5年度許可件数  112件 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

本市では職員の退職管理を適正に確保するため、「大垣市職員の退職管理に関する条例」及び「大垣

市職員の退職管理に関する規則」を定め、離職前 5年より前に部長級以上の職務に就いていた職員に対

し、離職後 2 年間、現職職員への働きかけを規制するほか、再就職情報の届出を義務づけるなどの措置

を講じています。 

 

 

９ 職員の研修の状況 

 多様化、専門化する行政ニーズや地方分権の進展等に対応し、職員に求められる能力も高度化、専門

化している中、時代に適応した研修内容とするため、年度ごとに『職員研修計画』を策定し、各階層別に実

施する基本研修の内容見直しや専門研修への派遣を推進するなど一層の充実を図っています。 

 

                                                         （令和 5年度）  

研 修 名 対象者・参加者数 研修日数 研 修 の 目 的 

基本第１部研修 
新規採用職員 

   75人 
5日間 

社会人として必要な接遇・マナーを身に付け、市

職員としての意識や自覚を持つ。 

（接遇、職員の義務と責任 ほか 18科目） 

基本第２部研修 
主事昇格者等 

 79人 
5日間 

組織でのコミュニケーション能力を身に付けるとと

もに、公務員の身分や自らの仕事の根拠につい

て理解する。 

（接遇、地方公務員制度 ほか 14科目） 
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研 修 名 対象者・参加者数 研修日数 研 修 の 目 的 

基本第３部研修 
主任昇格者 

22人 
2日間 

チームで仕事をする能力を身につけるとともに、

問題発見力の向上を図る。 

（後輩指導、業務効率化、問題解決、政策形成） 

基本第４部研修 
主査昇格者 

25人 
2日間 

新たな視点と柔軟な発想による課題解決及び政

策形成能力の向上を図る。 

（現状分析の方法、政策形成・立案、プレゼンテ

ーション手法） 

基本第５部研修 
主幹級職員 

 24人 
2日間 

監督者としての基本的知識と技能を身に付け、

部下の育成・指導力を習得するとともに、職場の

業務遂行能力の向上を図る。 

（マネジメント基礎、業務改善・目標管理、メンタ

ルヘルス ほか 6科目） 

基本第６部研修 
課長級昇格者 

 14人 
2日間 

組織の目的を明確にし、施策を遂行するととも

に、職員の能率発揮や育成を指導し、適切な職

場運営ができる能力を習得する。 

（行政経営者としての心得、リーダーシップ、リス

クマネジメント ほか 3科目） 

人権啓発研修 
職員    

 29人 
1日 

人権問題の解決に向けての正しい知識と認識を

深める。 

（テーマ：インターネットによる人権侵害） 

メンター養成研修、 

フォローアップ研修 

メンター職員     

30人 
各 1日 

新規採用職員を円滑に職場環境に適応させると

ともに、職務遂行能力の早期習得を図る「メンタ

ー研修制度」の導入により、指導者であるメンタ

ーに求められるものやＯＪＴの進め方を学ぶ。 

ハラスメント防止研

修 

主幹級・主査級 

職員 

 69人 

1日 

ハラスメントのない職場環境の維持及び改善並

びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に

適切に対応するための理解を促進する。 

人事評価研修 

一次評価者に昇

給した職員 

19人 

1日 

人事評価制度の理解を深め、円滑な運用並びに

公平性、客観性及び透明性の高い評価を実施す

る能力を習得する。 

働き方改革研修 

主幹級～主事級

職員 

27人 

1日 

ワークライフバランスについて理解を深めるととも

に事務処理能力の向上を図る手法やテクノロジ

ーによる業務効率化について学ぶ。 

派遣研修 
職員    

 152人 

研修によ

り異なる 

専門的知識の習得、問題解決能力の向上。 

（主な派遣先：自治大学校、国土交通大学校、市

町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研

修所、全国建設研修センター、ＮＯＭＡ講座、岐

阜県市町村振興協会市町村研修センターほか） 
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研 修 名 対象者・参加者数 研修日数 研 修 の 目 的 

民間企業等派遣研

修 

（（一財）地域活性

化センター） 

職員 

1人 
2年間 

地域活性化に関する先進事例等を通じて具体的

な地域づくりを学び、多彩な人材育成メニューへ

の参画を通して行政職員としての必要な知識や

スキルを習得する。 

 

 

10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

⑴ 福利厚生制度に関する状況 

①職員の健康管理の状況                                         （令和 5年度） 

区  分 対象者 受診者数 

年代別総合健康診断 全職員 2,895人 

半日人間ドック 25歳以上 490人 

インフルエンザ予防接種 全職員（希望者） 2,976人 

B・C型肝炎血液検査 検査が必要な職員 1,705人 

 

②職員互助会（大垣市役所職員等共済会）の状況 

 大垣市役所職員等共済会は、職員の相互扶助と福利の増進を図ることを目的として組織され、各種の

給付、貸付事業、その他福利厚生事業を実施しています。 

共済会の事業 内  容 

給付事業 結婚祝金、出産祝金、入学卒業祝金、銀婚祝金、病気見舞金、災害見舞金 

貸付事業 

生活資金貸付 

貸付要件：災害、傷病、分娩その他物資購入のため資金を必要とするとき 

貸付額：給料の 3月分以内、50万円を限度とする 

福利厚生事業 
売店（市役所、市民病院）、食堂（病院）の運営 

レジャー施設利用助成、人間ドック助成 

 

③共済制度 

 共済制度（民間企業の社会保険に相当）として、市町村職員が加入する岐阜県市町村職員共済組合に

加入しています。 

共済組合の事業 内  容 

短期給付事業 

健康保険制度に相当します。 

保健給付（療養の給付、出産費、埋葬料等） 

休業給付（傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業

手当金） 

災害給付（弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金） 

長期給付事業 
厚生年金制度に相当します。 

老齢給付、障がい給付、遺族給付、退職等年金給付 

福祉事業 指定宿泊施設の助成、生活習慣病予防対策事業、住宅資金貸付等の実施 
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④公務災害補償制度  

 公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）の防止については、任命権者が常に留意し努力すべきこと

は当然のことですが、不幸にして公務上、又は通勤途上に災害を受けた場合には、地方公務員災害補償

法等に基づく補償制度が適用されます。災害補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬

祭補償等があります。 

 

公務災害認定件数（職種別）                                       （令和 5年度）   

区     分 認定件数 
災害防止の可否 

防止 可 防止 否 

一 般 職 
一般事務職員 1 1 - 

一般技術職員 5 5 - 

医 療 職 医師・看護師その他医療職員 6 6 - 

技能労務職 

水道事業職員 - - - 

清掃事業職員 2 2 - 

給食事業職員 2 2 - 

その他技能労務職員 2 2 - 

合   計 18 18 - 

 

 

11 公平委員会に係る業務の状況 

⑴ 勤務条件に関する措置要求の状況 

措 置 要 求 の 概 要 

令和 5年度中の措置要求はありません。 

 

⑵ 不利益処分に関する審査請求の状況 

審 査 請 求 の 概 要 

 

令和 5年度中の審査請求はありません。 

 

 

⑶ 苦情処理の状況 

苦 情 処 理 の 概 要 

 

令和 5年度中の苦情処理はありません。 

 

 


